
一
議
題
法
令
上
、
行
政
機
関
に
よ
る
「
公
表
」
及
び
「
告
示
」
は
一
般
に
以
下
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

．
「
公
表
」
．
．
「
一
般
国
民
若
し
く
は
一
定
地
域
の
住
民
又
は
少
な
く
と
も
不
特
定
多
数
の
人
々
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う

に
、
一
定
の
事
項
を
発
表
す
る
こ
と
」
（
『
法
令
用
語
辞
典
』
）
、
「
行
政
情
報
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
」
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
）

．
「
告
示
」
．
．
「
法
規
命
令
、
行
政
規
則
、
一
般
処
分
、
事
実
行
為
な
ど
様
々
な
性
質
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
法
的
性

質
は
個
別
的
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
）
、
「
告
示
が
省
令
の
一
段
下
位
の
法
規
命
令
を
定
め
る

法
形
式
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
」
（
『
法
令
用
語
の
常
識
』
）

実
際
、
両
者
は
明
確
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
「
公
表
」
に
関
し
て
は
、
専
ら
一
般
的
な
行
政
情

報
の
周
知
等
の
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
の
場
面
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る

事
例
が
あ
り
、
「
告
示
」
に
関
し
て
も
、
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
一
般
的
な

行
政
情
報
の
周
知
の
場
面
で
用
い
ら
れ
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
両
者
の
使
い
分
け
に
つ

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
二
号
関
係
資
料
〕

い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
中
、

法
令
上
の
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
使
い
分
け
等
に
つ
い
て

（
令
和
元
・
九
・
九
）

（
担
当
西
尾
参
事
官
）
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一
方
、
法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
法
的
効
果
を
有
す
る
基
準
を
周
知
す
る
行
為
（
資
料
４
．
（
２
）
）
、
行
政
機

関
内
部
の
審
査
基
準
を
周
知
す
る
行
為
（
資
料
４
．
（
３
）
）
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
法
的
効
果
は
生
じ
て
い
な
い
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
、
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
よ
い
か
。

（
３
）
「
告
示
」
の
文
言
を
伴
わ
ず
に
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
規
定
（
資
料
５
．
）
に
つ
い
て
は
、
法
的
効
果
が
生
じ

て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
観
点
か
ら
、
「
告
示
」
す
る
旨
規
定
（
「
大
臣
は
…
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の

料
２
．
（
１

（
２
）
当
該
賭

考
え
る
か
。

（
１
）
最
高
裁
の
判
例
で
は
、
「
成
文
の
法
令
が
一
般
的
に
国
民
に
対
し
現
実
に
そ
の
拘
束
力
を
発
動
す
る
（
施
行
せ
ら
れ

る
）
た
め
に
は
、
そ
の
法
令
の
内
容
が
一
般
国
民
の
知
り
う
べ
き
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
が
前
提
要
件
」
と
な
り
、
「
法

令
の
公
布
は
従
来
通
り
、
官
報
を
も
っ
て
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
判
例
の
考

え
方
に
基
づ
き
、
法
文
の
意
味
内
容
を
明
確
化
す
る
観
点
か
ら
、
行
政
機
関
が
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」

を
行
う
場
面
（
資
料
２
．
（
２
）
、
３
．
（
１
）
）
で
は
官
報
に
よ
る
「
告
示
」
、
そ
れ
以
外
の
事
項
を
周
知
す
る
場
面
（
資

料
２
．
（
１
）
、
３
．
（
２
）
）
で
は
「
公
表
」
と
使
い
分
け
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
・

（
２
）
当
該
使
い
分
け
を
行
う
と
し
た
場
合
、
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
の
外
縁
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

例
え
ば
、
「
法
的
規
範
を
政
府
部
内
で
定
め
る
行
為
」
と
「
こ
れ
を
周
知
す
る
行
為
」
が
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場

合
（
資
料
４
．
（
１
）
）
は
、
「
行
政
行
為
と
し
て
の
拘
束
力
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
相
手
方
に
対
し
て
通
知
さ
れ
、

相
手
方
が
、
そ
の
内
容
を
知
り
得
べ
き
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
（
行
政
法
講
義
（
上
）
、
田
中
二
郎
著
）

と
の
学
説
が
あ
る
よ
う
に
、
両
者
を
一
体
と
し
て
捉
え
、
当
該
「
周
知
す
る
行
為
」
が
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め

の
周
知
」
に
該
当
す
る
と
判
断
し
て
よ
い
か
。
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○
「
公
表
」

二
資
料

１
．
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
定
義
に
つ
い
て

●

辞
典
』
第
九
版
、
学
陽
書
房
）

公
表
後
も
正
当
な
理
由
な
く
勧
告
竺
似
胸
淵
馴
閣
剴
圓
劉
刷
削
削
叫
川
矧
創
日
叫
制
鯏
劉
川
削
刻
削
り
間
倒
司
引
削
馴
刈
到
引
ｑ
日
荊
馴
削
川
副

す
な
わ
ち
、
行
政
庁
が
指
示
、
勧
告
等
を
行
っ
た
と
き
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
て
、
利
害
関
係
者
、
一
般
国
民

等
に
知
ら
せ
へ
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
世
論
に
訴
え
、
行
政
客
体
が
勧
告
等
の
内
容
に
従
う
効
果
を
期
待
す
る
も

の
、
行
政
庁
の
勧
告
等
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
行
政
指
導
に
従
わ

な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
制
裁
措
置
と
し
て
の
効
果
及
び
こ
れ
に
よ
る
予
防
的
効
果
を
期
待
す
る
も
の
、
さ
ら
に
、
そ
の

の
事
項
を
発
表
す
る
こ
と
を
い
う
・
発
表
の
主
体
は
、
必
ず
し
も
国
、
地
方
公
共
団
体
に
限
ら
ず
、
個
人
の
場
合
も
あ
る
。

発
表
の
形
式
は
、
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
必
ず
し
も
官
報
へ
の
掲
載
に
よ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、

掲
示
場
に
お
け
る
掲
示
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ヘ
の
掲
載
、
刊
行
物
の
発
行
等
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
を
妨
げ

な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
（
略
）
ま
た
、

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
公
表
に
一
定
の
法
的

と
す
る
」
等
）
す
べ
き
と
考
え
る
か
。

一
般
国
民
若
し
く
は
一
定
地
域
の
仕
自
剥
刈
側
刎
副
引
１
．
判
剥
刈
制
圃
刻
測
蜘
伽
川
創
渕
洲
矧
刻
引
剴
ｑ
ｑ
可
剣
副
引
引
訓
ｄ
１
ｊ

、
（
ｊ
Ⅱ
１
１
１
０
‐
、
、
、
１
、
‐

に
そ
才
力
持
つ
社
会
厳
裁
果
に
着
目
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

効
果
を
与
え
て
い
る
も
の
な
ど
が
、

そ
れ
で
あ
る
。
（
『
法
令
用
語 ◎

3－



○
「
告
示
」

、
一
般
的
に
は
、
行
政
情
報
を
広
く
知
ら
せ
る
こ
と
（
行
政
計
画
の
公
表
等
）
を
指
す
が
、
特
に
、
行
政
上
の
義
務
の
不

履
行
や
指
示
・
勧
告
等
の
「
行
政
指
導
」
に
対
す
る
不
服
従
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
者
の
氏
名
や
事
実
を
公
に
周
知
さ

せ
、
こ
れ
へ
の
社
会
的
非
難
に
よ
っ
て
間
接
的
に
義
務
履
行
な
い
し
服
従
を
促
す
、
行
政
上
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
も
多
い
。
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
第
四
版
、
有
斐
閣
）

、
公
の
機
関
が
、
そ
の
決
定
し
た
事
項
そ
の
他
一
定
の
事
項
を
公
式
に
広
く
一
般
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
い
う
。
（
略
）
告

わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
官
報
そ
の
他
の
広
報
に
は
、
通
常
、
告
示
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
公
の
機
関
が
法
令
に
基

づ
い
て
す
る
指
定
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
で
公
示
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
別
段
の
公
示
の
形
式
が
定
め
ら
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
告
示
の
形
式
に
よ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
（
『
法
令
用
語
辞
典
』
第
九
版
、
学
陽
書
房
）

・
公
の
機
関
が
、
必
要
な
事
項
を
「
公
示
」
す
る
行
為
又
は
そ
の
行
為
の
形
式
。
告
示
は
、
国
の
機
関
に
あ
っ
て
は
、
「
官

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
『
法
律
学
小
辞
典
』
第
四
版
、
有
斐
閣
）

．
「
公
示
」
と
「
告
示
」
と
は
、
（
略
）
公
の
機
関
な
ど
が
一
定
の
こ
と
が
ら
を
広
く
一
般
公
衆
の
知
り
う
る
状
態
に
置

報
」
（
略
）
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
行
為
の
意
味
で
の
告
示
は
、
「
法
規
命
令
」
、
「
行

示
の
方
式
を
法
令
で
規
定
し
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
、
国
の
行
政
機
関
の
告
示
は
官
報
に
よ
っ
て
行

く
こ
と
で
あ
る
が
、
後
者
の
「
告
示
」
の
方
は
、
そ
う
い
う
一
般
的
な
意
味
か
ら
転
じ
て
、
公
の
機
関
が
、
そ
の
決
定
し

政
規
則
」
、
「
一
般
処
分
」
、
「
事
実
行
為
」
な
ど
様
々
の
性
質
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
法
的
性
質
は
個
別
的
に
判

た
事
項
そ
の
他
一
定
の
事
項
を
広
く
一
般
に
知
ら
せ
る
た
め
の
形
式
の
名
称
に
も
な
っ
て
い
る
。
（
略
）
ま
た
、
大
蔵
省
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２
．
「
公
表
」
の
主
な
用
例

（
１
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
一

①
一
般
行
政
情
報
の
周
知

「
法
的
効
果
を
生
じ
さ

イ
．
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
三
一
法
一
六
）

（
基
本
方
針
）

ロ
・
少
年
鑑
別
所
法
（
平
二
六
法
五
九
）

少
年
鑑
別
所
法
（
平
二
六
法
一

あ
た
か
も
、
告
示
が
省
令
の
一
段
下
位
の
法
規
命
令
を
定
め
る
法
形
式
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
（
『
法

令
用
語
の
常
識
』
林
修
三
著
、
日
本
評
論
社
）

令
な
ど
で
、
た
と
え
ば
、
「
そ
の
他
大
蔵
大
臣
の
定
め
る
場
合
」
な
ど
と
し
て
、
一
定
の
こ
と
が
ら
の
規
制
を
大
蔵
大
臣

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
譲
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
定
め
方
の
形
式
の
一
つ
と
し
て
も
、
告
示
の
形
式
が
用
い
ら
れ
、

第
七
条

第
十
条
法
務
大
臣
は
、
毎
年
、
委
員
会
が
少
年
鑑
別
所
の
長
に
対
し
て
述
べ
た
意
見
及
び
こ
れ
を
受
け
て
少
年
鑑
別
所

４
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
方
針
を
公
表
し
な
け

（
委
員
会
の
意
見
等
の
公
表
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

－5－



②
個
別
の
行
政
処
分
の
周
知

イ
．
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
三
○
法
二
五
）

（
新
技
術
等
実
証
計
画
の
変
更
等
）

ハ
●ロ

・
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
三
法
六
六
）

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
十
条
の
二

第
十
三
条

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、

第
三
十
二
条

４
主
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
十

新
技
術
等
実
証
実
施
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
十

２
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

食
品
表
示
法
（
平
二
五
法
七
○
）

（
食
品
の
回
収
の
届
出
等
）

の
長
が
講
じ
た
措
置
の
内
容
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

一
条
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
当
該
認
定

｛
る
序

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 一

］
‐
電
Ｉ
昌
〕
二
一
一
基
’
１
己

0
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（
２
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
淫

①
一
定
の
基
準
の
周
知
に
係
る
規
定

「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め

○
工
場
立
地
法
（
昭
三
四
法
二
四
）

ハ
●

第
二
条（

工
場
立
地
に
関
す
る
準
則
等
の
公
表
）

第
四
条
経
済
産
業
大
臣
及
び
製
造
業
等
一

議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
事
項
に
一

経
済
産
業
大
臣
及
び
製
造
業
等
を

次
の
事
項
に
つ

第
九
条

５
経
済
産
業
大
臣
は
、
第
二
項
の
特
定
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
を
指
定
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な

２
市
町
村
長
は
、
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
届
出
に
係
る
事
項
の
う
ち
第
六
条
第
一
項
第
五
号
の
事
項
が
第
一
号
に
該
当
し
、
又
は
同
項
第
六
号
の
事
項
が
第

中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
法
律
（
平
一
八
法
三
三
）

（
定
義
等
）

ｌる
も
の
と
す
る
。

く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
周
知
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

へ

勧
告
一

所
管
す
る
大
臣
は
、

き、

製
造
業
等
に
係
る
工
場
又
は
事
業
場
の
立
地
に
関
す
る
準
則
を
公
表
す

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
、
か
つ
、
産
業
構
造
審
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②
「
公
表
」
後
に
相
手
方
に
対
し
て
一
定
の
措
置
を
？

○
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
三
四
法
一
五
五
）

定
の
措
置
を
と

（
調
整
命
令
）

第
十
六
条
の
五

第
十
条
市
町
村
長
は
、
前
条
第
二
項
の
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
特
定
工
場
の
新

設
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
同
項
各
号
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
、
か
つ
、
こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難

（
罰
則
）

第
十
六
条

る’
。

と
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
係
る
事
項
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

二
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
同
項
第
五
号
又
は
第
六
号
の
事
項
に
関
し
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
勧
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

一
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
準
則
（
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
準
則
が
定
め
ら

（
変
更
命
令
）

れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
市
町
村
準
則
を
含
む
。
）
に
適
合
せ
ず
、
特
定
工
場
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
生
活

環
境
の
保
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
大
企
業
者
が
、
同
条
第
四
項

る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
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③
「
公
表
」
に
よ
っ
て
許
認
可
等
の
効
果
が
生
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
規
定

○
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
二
五
法
五
五
）

○
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
一
二

（
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
等
に
関
す
る
特
例
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
同
意
を
得
た
土
地
利
用
方
針
に
係
る
復
興
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
（
当
該
復
興

整
備
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
し
、
又
は
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
当
該
農
地

に
つ
い
て
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
に
当
た
り
、
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は

第
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
・
）
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条

２
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

係
る
措
置
を
執
ら
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
伺
唄
の

規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
中
小
小
売
商
団
体
の
構
成
員
た
る
中
小
小
売
商
の
相
当
部
分
の
事
業
の
継
続
が
著
し
く
困
難
と

項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
同
項
の

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
大
企
業
者
に
対
し
、
当
該
勧
告
に
係
る
措
置
を
執
る
べ
き
こ
と
を
命

の
規
定
に
よ
り
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
か
っ
た
旨
を

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
当
該
復
興
整
備
事
業
に
係
る
同
法
第
四
条
第
一
項
又
は

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
べ
き
者
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

該
公
表
の
日
に
当
該
事
項
に
係
る
復
興
整
備
事
業
の
実
施
主
体
に
対
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
許
可
、
認
可
又
は
承
認

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
な
お
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
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３
．
「
告
示
」
の
主
な
用
例

（
１
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

○
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
五
三
法
三
○
）

３
前
条
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き

ｌは
、
当
該
公
表
の
日
に
当
該
事
項
に
係
る
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
る
べ

４
前
条
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
（
自
然
公
園
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ

同
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
協
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

６
前
条
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
港
湾
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
九
項
の
規

同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

５
前
条
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
港
湾
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一

す’は’
0 ，

れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
復
興
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、

き
者
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

項
の
協
議
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、

定
に
よ
る
通
知
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
記
載
さ
れ
た
復
興
計
画
が
第
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き

同
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
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（
２
）
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
に
該
当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

①
一
般
行
政
情
報
の
周
知

第
二
条

第
四
条

イ
．
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
二
五
法
五
五
）

（
復
興
対
策
本
部
の
設
置
）

２
特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
請
求
件
数
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
ご
と
に
、

第
三
百
八
条
の
十
八

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
紛
争
解
決
機
関
の
商
号
若
し
く
は
名
称
又
は
主
た
る
営
業
所
若
し
く
は

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
部
を
置
い
た
と
き
は
当
該
本
部
の
名
称
、
所
管
区
域
並
び
に
設
置
の
場
所
及
び
期
間
を
、
当
該

ロ
・
保
険
業
法
令

（
変
更
の
届
出
） （
平

そ
の
制
限
に
係
る
件
数
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
部
を
廃
止
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
直
ち
に
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・

（
国
際
予
備
審
査
の
請
求
件
数
の
暫
定
的
制
限
）

附

則

七
法
一
○
五
）
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第
四
十
八
条

第
八
十
六
条
の
六

第
三
条

ホ
．
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
二
八
法
七
六
）

（
業
務
の
委
託
）

６
中
央
選
挙
管
理
会
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

６
主
務
大
臣
は
、
基
本
計
画
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
し
た
と
き
は
、
委
託
を
受
け
た
者
の
名
称
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め

ハ
●

二
公
職
選
挙
法
（
昭
二
五
法
一
○
○
）

（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
の
届
出
等
）

事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
き
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

よ
る
届
出
に
係
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
及
び
略
称
、
本
部
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
を
告
示
し
な
け

石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法
（
昭
四
七
法
一
○
五
）

（
基
本
計
画
）
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４
．
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
の
外
縁
に
関
す
る
事
例

（
１
）
法
的
規
範
を
定
め
る
行
為
と
こ
れ
を
周
知
す
る
行
為
が
別
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

○
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
二
八
法
七
）

②
個
別
の
行
政
処
分
の
周
知

イ
．
郵
政
民
営
化
法
（
平
一
七
法
九
七
）

（
監
督
上
の
措
置
）

第
百
十
九
条

第
三
条

３
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の

２
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る

ロ
・
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
法
（
平
二
五
法
二
九
）

旨
を
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

る
事
項
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
設
立
の
認
可
等
）

附

則
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（
２
）
法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
法

○
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
三
五
法
三
六
）

法
令
の
規
定
に
沿
っ
て
算
出
し
た
法

第
八
十
六
条
の
四
財
務
大
臣
は
、
前
条
第
四
項
の
指
示
を
受
け
た
者
が
そ
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
が
阻
害
さ
れ
、
又
は
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

該
指
示
に
係
る
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
す
べ
き
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
八
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

（
公
正
な
取
引
の
基
準
）

第
八
十
六
条
の
三
財
務
大
臣
は
、

取
引
に
つ
き
、
酒
類
製
造
業
者
一

酒
類
製
造
業
者
又

３
財
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
正
な
取
引
の
基
準
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ

４
財
務
大
臣
は
、
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
し
な
い
酒
類
製
造
業
者
又
は
酒
類
販
売
業
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
当
該
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
守
す
べ
き
旨
の
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

対
し
、
当
該
公
正
な
取
引
の
基
準
を
遵
一

ば
な
ら
な
い
。

（
公
正
な
取
引
の
基
準
に
関
す
る
命
令
）

う
・
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

）

（
輸
入
数
量
が
輸
入
基
準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
）

的
効
果
を
有
す
る
基
準
を
周
知
す
る
も
の

は
酒
類
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
必
要
な
基
準
（
以
下
「
公
正
な
取
引
の
基
準
」
と
い

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
の
取
引
の
円
滑
な
運
行
を
図
る
た
め
、
酒
類
に
関
す
る
公
正
な

ノ

当酒
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第
七
条
の
三
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、

４
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
基
準
数
量
は
、
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し

す
る
数
量
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
表
に
お
い
て
「
輸
入
基
準
数
量
」
と
い
う
。
）
を
超
え
た
場
合
に
は
、
当
該
各
項
に
掲

げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
そ
の
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
月
の
翌
々
月
の
初
日
（
次
項
第
六
号
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
発
動

日
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
年
度
の
末
日
ま
で
の
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
課
す
る
関
税
の
率
は
、
関
税
定
率
法
第

三
条
（
課
税
標
準
及
び
税
率
）
の
規
定
又
は
第
二
条
若
し
く
は
第
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
（
別
表
第
一
の
三
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
同
表
に
定
め
る
税
率
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
・
）
及
び
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
マ
ラ
ケ
シ
ュ
協
定
附
属
書
一
Ａ
の
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び

貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
議
定
書
に
附
属
す
る
讓
許
表
の
第
三
十
八
表
の
日
本
国
の
讓
許
表
に
定
め
る
税

率
（
第
七
条
の
七
及
び
第
八
条
の
二
に
お
い
て
「
協
定
税
率
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
（
関
税
に
つ
い

て
の
条
約
の
特
別
の
規
定
及
び
同
法
第
五
条
（
便
益
関
税
）
の
規
定
に
よ
る
便
益
を
受
け
な
い
国
（
そ
の
一
部
で
あ
る
地

域
を
含
む
。
）
の
生
産
物
で
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
法
別
表
に
定
め
る
税
率
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
通

常
の
関
税
率
」
と
い
う
。
）
に
、
別
表
第
一
の
六
に
定
め
る
期
間
内
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

報
に
よ
る
告
示
又
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表
（
以
下
「
告
示
等
」
と
い
う
。
）
を

当
該
年
度
中
の
こ
れ
ら
の
物
品
の
輸
入
数
量
を
同
表
の
各
項
ご
と
に
合
計
し
た
輸
入
数
量
が
あ
ら
か
じ
め
財
務
大
臣
が
官

表
に
定
め
る
税
率
を
加
算
し
た
税
率
と
す
る
。
（
略
）

た
数
量
と
し
て
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
算
出
し
て
得
た
数
量
が
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
同
表
の
一
五
の
項
か
ら
一
九
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

- 15-



５
．
法
令
上
「
告
示
」
の
文
言
を
用
い
ず
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
に
つ
い
て
定
め
る
事
例

①
有
害
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
四
八
法
一
三
二

（
３
）
行
政
機
関
内
部
の
審
査
基
準

○
農
薬
取
締
法
（
昭
二
三
法
八
二
）

（
登
録
の
拒
否
）

行
政
機
関
内
部
の
審
査
基
準

第
四
条

第
四
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
保
健
衛
生
上
の
見
地
か
ら
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
家
庭
用
品
を
指
定
し
、
そ
の
家
庭
用
品
に

２
前
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
て

物
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
々
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
単
に
「
前
年
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
過
去
三
年
間
に
お
け
る
各
年
（
同
表
の
一
五
の
項

か
ら
一
九
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
各
期
間
。
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
・
）
の
輸
入
数
量
を
合
計
し
た
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
数
量
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
「
平
均
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
輸
入
基
準
数

量
は
、
平
均
輸
入
数
量
に
百
分
の
百
五
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。
（
略
）

告
示
す
る
。

（
家
庭
用
品
の
基
準
）

を
周
知
す
る
も
の
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②
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
二
）

（
特
定
水
銀
使
用
製
品
の
製
造
の
許
可
）

（
販
売
等
の
禁
止
）

第
五
条
前
条
第
二

な
う
者
は
、
そ
の
号

は
な
ら
な
い
。

前
条
第
一
項

第
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

一
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

③
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
（
昭
四
八
法
五
三
）

（
負
担
金
に
係
る
決
定
）

第
六
条

第
百
六
条

３
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
許
可
の
有
効
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
時
（
以

（
罰
則
）

つ
い
て
、
有
害
物
質
の
含
有
量
、
溶
出
量
又
は
発
散
量
に
関
し
、
必
要
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
準
が
定
め
ら
れ
た
家
庭
用
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
販
売
の
事
業
を
行

一

は
、
そ
の
基
準
に
適
合
し
な
い
家
庭
用
品
を
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
目
的
で
陳
列
し
て

当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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〆

下
こ
の
項
に
お
い
て

る
負
担
率
及
び
納
付
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
に

お
い
て
、
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
負
担
金
に
係
る
負
担
率
及
び
納
付
期
間
が
定

め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
負
担
率
及
び
納
付
期
間
を
変
更
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
以
後

の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
負
担
金
に
係
る
負
担
率
及
び
納
付
期
間
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
農
水
産
業
協
同
組
合
が
納
付
す
べ

「
報
告
時
」

と
い
う
。
）き
負
担
金

の
属
す
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
次
条
第
一
項
の
規
定

へ

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
負
担
金
」
と
い
う
。
）
に
係

た
だ
し
、
当
該
報
告
時
の
属
す
る
事
業
年
度
前
の
事
業
年
度
に
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17行政行為の成立要件及び効力

！
た
だ
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
行
政
行
為
の
成
立
要
件
と
い
ち
お
う
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
と
し
て
、

発
生
要
件
の
問
題
が
あ
る
。

る
が
、
現
実
に
は
、
そ
れ
ら
の
要
件
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
行
為
が
ど
う
い
う
効
力
を
生
ず
る
か
が
、
む
し
ろ
、
し
ば
し
ば
問
題
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
う
要
件
の
欠
け
て
い
る
行
為
、
い
わ
ゆ
る
「
暇
疵
の
あ
る
行
政
行
為
」
と
い
う
も
の
が
、
法
律
的
に
ど
う
い
う

効
力
を
生
ず
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
み
て
い
く
方
が
、
よ
り
具
体
的
に
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
思
う
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
行
為
の
成
立
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
ち
い
ち
問
題
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
は
さ
し
ひ
か
え
て
、
行

政
行
為
の
成
立
要
件
を
欠
く
行
為
が
果
し
て
ど
う
い
う
効
力
を
も
つ
か
、
そ
の
効
力
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
か
と
い
う

観
点
か
ら
、
話
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

行
政
行
為
の
成
立
要
件
及
び
そ
の
効
力
の
問
題
は
、
こ
れ
を
反
面
か
ら
み
る
と
、
行
政
行
為
の
暇
疵
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
行
政
行
為
の
成
立
要
件
と
い
う
見
地
か
ら
問
題
を
取
り
あ
げ
、
行
政
行
為
が
、
そ
の
主
体
・
内
容
・
手
続
・
形
式
の
す
べ
て
の

点
に
つ
い
て
、
法
律
上
一
定
の
規
制
を
受
け
て
お
り
、
行
政
行
為
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
律
の
定
め
た
要
件
を
備
え
て

い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
成
立
要
件
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
法
律
の
規
定
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
、
一
つ
の
方
法
で
あ

伺
為
が
、
内
部
的
に
成
ず

‐
の
で
は
な
い
の
で
ち
っ
て

一
七
行
政
行
為
の
成
立
要
件
及
び
効
力

く

●
．
●
１
１
１
１
・
画
ｐ
Ｄ
ｐ
Ｉ
ｐ
Ｉ
Ｉ
！
●
１
０
．
１
１
●
１
１
１
’
１
．
．
・
・
’
１
１
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
Ｉ
！
…
ｉ
●
！
‐

叱
隈
孝
含

１
劃
Ｉ

毒差
、並
立壊
易力：

行
政
行
為
の
効
力 １

１
218
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Ｉ

Ｉ

ｌ
Ｉ

Ｉ
０
８

４

１

１

１

‐

Ｉ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

Ｈ

ｌ

ｌ

１

ｌ

１

Ｉ

ｌ

ｌ

１

１

文
書
の
送
達
に
関
す
る
一
般
法
を
設
け
、

と
い
う
趣
旨
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
て
い
る
。

と
か
、
或
い
は
ま
た
、
行
政
庁
の
内
部
で
あ
る
処
分
令
書
が
作
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
、
行
政
行
為
の
「
不
存
在
」

の
状
態
と
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
合
議
体
の
議
決
が
、
い
ち
お
う
、
有
効
に
成
立
す
る
と
、
そ
れ
は
、
一
事
不
再
理
の

原
則
に
よ
っ
て
、
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
違
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
内
部
拘
束
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
も
あ

る
。
ま
た
、
行
政
庁
の
内
部
の
意
思
決
定
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
、
譜
面
の
作
成
、
す
な
わ
ち
、
処
分
令
書
と
い
っ
た
形
で
具
体
化

さ
れ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
、
そ
れ
が
表
示
さ
れ
る
か
、
相
手
方
が
そ
れ
を
承
知
し
得
べ
き
段
階
に
至
る
前
の
段
階
に

お
い
て
も
、
全
然
、
何
ら
の
効
力
を
も
た
な
い
も
の
と
言
い
き
れ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
行
政
庁
自

身
と
し
て
は
、
も
は
や
取
り
消
し
た
り
、
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
拘
束
を
受
け
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
と

に
、
異
議
申
立
て
の
決
定
と
か
、
審
査
請
求
の
裁
決
と
い
う
よ
う
な
行
為
で
あ
る
と
、
一
種
の
「
不
可
変
更
力
」
と
い
う
も
の
を
生
ず
る

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
相
手
方
に
到
達
す
る
か
ど
う
か
を
、
必
ず
し
も
そ
の
要
件
と
は
し
な
い
で
、
実
質
的
に

確
定
す
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
極
左
見
解
の
相
違
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私

区
別
し
て
考
え
、
相
手
方
に
対
し
て
、
拘
束
力
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
こ
れ
を
了
知
し
得
べ
き
状
態
に
お
く
と
い
う

は
、
行
政
行
為
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
と
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
拘
束
力
を
生
ず
る
た
め
の
要
件
と
を
、
い
ち
お
う
、

知
し
得
べ
き
状
態
に
お
か
れ
て
、
は
じ
め
て
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
、
効
力
を
生
ず
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
相
手
方
の
知
ら
な
い
う
ち

に
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
、
効
力
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
の
行
政
行
為
の
効
力
の
発
生
要
件
と
も
い
う

べ
き
も
の
と
し
て
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
で
の
行
政
行
為
の
送
達
と
い
っ
た
問
題
が
、
一
つ
の
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
現
在
、
日

本
の
法
律
制
度
で
は
、
そ
う
い
う
文
書
の
送
達
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
法
律
の
定
め
は
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
う
い
う

相
手
方
に
了
知
さ
せ
る
方
法
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
る
。
口
頭
で
、
相
手
方
鷹

相
手
方
に
手
渡
す
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
郵
便
物
で
、
そ
れ
を
郵
送
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

相
手
方
に
知

と
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

行
政
処
分
は
、
そ
の
送
達
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る

ｌ
ｍ
Ｉ

ら
し
め
る
こ
と
が
あ
り
、
書
面
を
、
直
接
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
相
手
方
が
、
こ
れ
を
了

り

り

I
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委
任
立
法
（
な
い
し
準
立
法
）
の
増
大
は
、
現
代
国
家
に
お
け
る
行
政
権
の
肥
大
化
を
示
す
顕
著
な
現
象
で
あ
り
、
行
政
の
複
雑
化
、

専
門
技
術
化
に
と
も
な
う
不
可
避
的
な
結
果
で
あ
る
。
行
政
立
法
の
過
程
に
は
官
僚
の
専
断
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
民
意
を
反
映
す
る
し
く
み

境
省
令
等
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
天
気
汚
染
防
止
法
二
条
一
項
三
号
、
三
条
一
項
）
。
ま
た
、

技
術
的
な
行
政
施
策
を
法
律
で
細
部
ま
で
事
細
か
く
規
定
し
て
お
く
の
は
不
可
能
に
近
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
す
れ
ば
行
政
の
硬
直
化
を

招
く
。
ま
た
、
細
か
い
長
文
の
法
律
が
無
数
に
作
ら
れ
る
と
、
法
の
支
配
（
邑
琶
ｏ
室
画
言
）
が
法
律
の
雨
言
旨
。
重
“
雪
）
を
降
ら
せ
る

こ
と
と
な
っ
て
、
か
え
っ
て
法
律
の
内
容
を
わ
か
り
に
く
く
す
る
。
法
治
行
政
の
も
と
で
も
、
法
律
の
規
定
は
や
は
り
あ
る
程
度
簡
潔

で
、
伸
縮
的
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
趣
旨
が
句
国
民
一
般
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
法
律
自
体
で
は
、
実
施
す
べ
き
行
政
施
策
の
目
的
や
要
件
・
内
容
等
に
つ
き
大
綱
的
な
定
め
を
お
く
に
と
ど
め
、
細
部
的
な

事
項
や
技
術
的
事
項
は
そ
れ
ぞ
れ
担
当
の
行
政
部
局
が
そ
の
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
定
め
る
よ
う
、
行
政
権
に
命
令
定
立
が
委
任
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
が
行
政
立
法
で
あ
る
。
行
政
立
法
に
は
、
法
律
を
施
行
す
る
た
め
そ
の
細
則
を
定
め
る
執
行
命
令
と
、
法
律
の

委
任
に
基
づ
い
て
法
律
の
空
白
部
分
を
補
充
す
る
委
任
命
令
の
別
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

、

委
任
立
法
は
、
立
法
を
行
政
権
菅
僚
機
構
）
に
委
ね
る
も
の
で
あ
り
、
法
治
主
義
の
見
地
か
ら
は
必
ず
し
も
望
ま
し
く
な
い
。
だ
が
、

行
政
分
野
が
広
が
り
複
雑
と
な
っ
た
現
代
行
政
の
な
か
に
は
、
㈹
専
門
技
術
的
な
判
断
を
要
す
べ
き
事
項
や
、
㈲
事
情
の
変
遷
に
お
う
じ

頻
繁
に
改
廃
を
要
す
べ
き
事
項
さ
ら
に
は
、
㈱
政
治
的
に
中
立
の
立
場
で
決
定
す
べ
き
事
項
、
㈲
地
域
の
特
殊
性
に
即
し
た
定
め
を
要

す
べ
き
事
項
な
ど
、
法
律
自
身
で
規
定
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
適
任
の
行
政
庁
に
随
時
定
め
さ
せ
る
方
が
適
当
な
事
項
が
増
え
て
い
る
。

公
害
規
制
に
例
を
と
れ
ば
、
ば
い
煙
の
排
出
基
準
、
有
害
物
質
の
種
類
、
規
制
対
象
施
設
と
い
っ
た
技
術
的
事
項
は
、
国
民
の
利
害
に
深

く
か
か
わ
る
と
は
い
え
、
専
門
技
術
的
判
断
を
要
し
、
国
会
で
は
定
め
に
く
い
。
国
会
自
身
の
委
任
に
基
づ
い
て
行
政
機
関
が
政
令
や
環

点
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

行
政
立
法
の
意
義
と
そ
の
必
要
性

法
治
行
政
の
原
理
は
、
行
政
権
の
発
動
を
国
民
代
表
議
会
の
制
定
す
る
法
律
に
従
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
政
活
動
を
民
意
に
そ
わ
せ
よ

う
と
し
た
。
法
治
行
政
の
理
想
を
徹
底
す
る
な
ら
、
行
政
の
内
容
の
す
べ
て
を
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
詳
細
か
つ
具
体
的
に
規
定
し
て
お
く

こ
と
が
望
ま
し
い
。
だ
が
実
際
に
は
、
議
会
が
将
来
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
予
測
し
て
法
律
を
制
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
複
雑
で
専
門

I
Ｉ
行
政
立
法
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を
整
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
委
任
立
法
の
再
委
任
が
許
さ
れ
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
許
容
し
た
判
決
（
最
判
昭
和
三
三
年
七
月
九
日
刑
集
一
二
巻
二
号

二
四
○
七
夏
も
あ
る
が
、
立
法
権
限
の
移
動
を
行
政
機
関
の
任
意
に
委
ね
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
法
律
に
こ
れ
を
許
す
明
文
の
な
い
か

ぎ
り
消
極
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
条
例
で
規
則
に
条
例
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
を
委
任
す
る
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。

る
べ
き
国
民
の
権
利
義
務
に
か
か
わ
る
事
項
を
無
限
定
に
行
政
立
法
に
委
ね
る
の
は
、
立
法
機
関
と
し
て
の
責
務
放
棄
で
あ
る
し
、
行
政

府
（
官
僚
）
の
権
限
を
過
大
に
し
て
三
権
分
立
に
反
す
る
結
果
を
も
招
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

国
会
が
行
政
庁
へ
立
法
を
委
任
す
る
場
合
に
は
、
法
律
自
体
の
な
か
で
委
任
の
目
的
、
授
権
の
対
象
と
な
る
事
項
と
そ
の
範
囲
、
立
法

に
際
し
考
慮
す
べ
き
要
素
、
規
律
の
方
法
な
ど
を
明
示
し
て
行
政
庁
に
許
さ
れ
る
権
能
を
限
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
同
時
に
立
法
を

行
う
行
政
機
関
と
委
任
立
法
の
形
式
を
も
特
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
任
の
限
界
を
明
確
に
せ
ず
、
無
限
定
な
白
紙
委
任
の

か
た
ち
で
行
政
庁
に
命
令
の
定
立
を
授
権
す
る
法
律
は
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
し
無
効
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
一
般
の
委
任
立
法
の
場
合
に
は
、
委
任
の
限
界
が
、
条
文
上
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
場

合
で
も
、
法
律
全
体
の
構
造
か
ら
授
権
の
範
囲
と
限
界
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
人
身
の
自
由
や

精
神
の
自
由
を
侵
害
す
る
立
法
や
犯
罪
の
構
成
要
件
に
か
か
わ
る
法
規
命
令
の
定
立
を
委
任
す
る
場
合
に
は
、
行
政
の
窓
意
に
よ
り
人
権

が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
、
授
権
法
自
身
で
そ
の
限
界
を
ハ
ッ
キ
リ
と
定
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
罰
則
の
委
任
の
場
合
に

は
、
罪
刑
法
定
主
義
憲
法
一
三
条
）
が
空
洞
化
さ
れ
な
い
よ
う
厳
格
な
扱
い
が
要
求
さ
れ
る
。
義
務
の
主
体
、
犯
罪
行
為
の
内
容
、
刑

罰
の
種
類
・
程
度
等
を
条
文
上
に
明
示
し
て
個
別
的
・
具
体
的
に
限
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
（
最
判
昭
和
一
毛
年
一
二
月
一
西
日
刑
集
六
巻

も
っ
と
も
、
最
高
裁
は
、
準
立
法
行
為
も
機
械
的
に
立
法
行
為
と
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。
都
市
計
画
法
上
の
用
途
地
域
の
指
定
な
ど
も
、
一
般

的
抽
象
的
な
性
格
で
あ
る
か
ら
、
直
接
こ
れ
を
抗
告
訴
訟
で
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
（
最
判
昭
和
五
七
年
四
月
二
二
日
民
集
三
六
巻
四
号

七
○
五
頁
）
。
だ
が
、
準
立
法
行
為
は
国
民
の
利
害
に
直
接
か
つ
密
接
に
か
か
わ
る
か
ら
、
規
範
統
制
訴
訟
の
制
度
を
欠
く
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
行
政
処
分
（
一
般
処
分
）
に
準
じ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
の
提
起
を
認
め
る
な
ど
、
事
案
に
即
し
て
柔
軟
な
法
運
用
を
は
か
る
必
要

が
あ
る
。
最
高
裁
も
近
年
態
度
を
緩
げ
、
み
な
し
道
路
を
一
括
し
て
指
定
（
建
築
基
準
法
四
二
条
二
項
）
す
る
告
示
の
処
分
性
を
肯
認
し
た
（
最

判
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
民
集
五
六
巻
一
号
一
頁
）
。
注
目
さ
れ
よ
う
。

ヘ

委
任
立
法
へ
の
授
権
の
限
界
ｌ
白
紙
委
任
の
禁
止

行
政
立
法
が
現
代
国
家
に
お
い
て
増
加
す
る
の
は
避
け
が
た
い
が
、
三
権
分
立
を
基
本
と
し
国
会
を
国
の
唯
一
の
立
法
機
関
と
す
る
日

本
国
憲
法
（
四
一
条
）
の
た
て
ま
え
か
ら
す
る
と
、
行
政
立
法
を
無
限
定
に
承
認
す
べ
き
で
は
な
い
。
国
会
が
本
来
法
律
を
も
っ
て
定
め

二
号
一
三
四
六
頁
）
。

た
ち
で
公
表
さ
れ
る
と
き
に
は
、
告
示
自
体
が
一
種
の
法
規
定
立
行
為
と
し
て
機
能
し
、
行
政
立
法
の
性
格
を
も
つ
場
合
も
あ
る
。

＊
＊
地
域
指
定
そ
の
他
基
準
設
定
行
為
の
性
格

行
政
立
法
と
は
、
行
政
庁
が
法
律
の
空
白
部
分
や
暖
昧
な
部
分
を
補
充
し
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
化
し
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
一
般
的
な

法
規
範
の
意
味
・
内
容
を
明
確
に
す
る
作
用
で
あ
る
。
法
律
の
施
行
区
域
を
定
め
る
地
域
指
定
や
、
行
政
上
の
給
付
水
準
の
定
め
も
、
法
律
の
内

容
や
施
行
区
域
を
具
体
的
に
明
示
す
る
と
い
饒
込
息
で
は
、
一
般
的
な
法
規
範
の
定
立
と
同
様
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
措
置

は
そ
の
内
容
が
、
か
な
り
具
体
的
で
後
続
の
処
分
が
な
く
て
も
、
国
民
生
活
に
直
接
的
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
一
般
的
抽
象
的
な
規
範

定
立
作
用
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的
事
象
を
規
律
す
る
「
処
分
」
に
近
い
性
格
を
も
つ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
を
「
準

立
法
」
と
呼
び
、
通
常
の
「
立
法
」
と
区
別
し
た
。
準
立
法
行
為
は
、
具
体
的
状
況
に
お
う
じ
、
積
極
的
に
「
処
分
」
に
準
じ
た
扱
い
を
す
べ
き

立
法
」
と
呼
び
、
通
常
の

＊
告
示
の
性
質

＊
国
家
公
務
員
法
一
○
二
条
の
合
憲
性

国
家
公
務
員
法
一
○
二
条
は
、
忠

め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
事
、
「
職

な
場
面
で
利
用
さ
れ
る
。

場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

‐
え
め
に
洞
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

員
は
。
…
・
・
選
挙
権
の
行
使
を
除
く
外
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
政
治
的
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定

人
事
院
は
国
家
公
務
員
に
対
し
て
、
選
挙
権
の
行
使
以
外
の
こ
と
で
政
治
色
の
あ
る
行
為
で
あ
れ
ば
何
事
で
も
禁
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．
０
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０
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０
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活
保
護
基
準
（
生
活
保
護
法
八
条
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の
よ
う
な
、
一
般
的
法
規
範
の
内
容
と
な
る
定
め
が
告
示
の
か

’
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ぅ
に
須
一
－
て
（
自
治
法
一
六
条
四
・
五
項
）
、
公
報
等
に
掲
載
し
て
こ
れ
を
公
布
す
る
。
法
令
は
公
布
さ
れ
た
と
き
に
一
般
国
民
が
周
知
し

た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
予
定
さ
れ
た
施
行
期
日
か
ら
効
力
を
発
す
る
。
公
布
即
日
施
行
の
法
令
は
、
法
令
を
掲
載
し
た
官
報
な
い
し
公
報

が
い
ず
れ
か
の
販
売
所
に
到
着
し
、
一
般
希
望
者
が
閲
覧
な
い
し
購
読
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
最
初
の
時
点
で
公
布
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
（
最
判
昭
和
一
一
三
年
一
○
月
一
五
日
刑
集
一
一
琴
一
四
号
三
三
一
一
貢
）
。

な
お
、
公
布
し
た
法
令
の
内
容
に
、
誤
記
・
誤
植
が
あ
る
腸
今
回
に
は
、
官
報
・
公
報
等
に
所
定
の
様
式
の
正
誤
表
を
の
せ
て
こ
れ
を
訂

正
す
る
。
し
か
し
、
法
令
の
原
本
自
体
に
誤
記
が
あ
る
場
合
に
、
国
民
の
権
利
義
務
に
実
質
的
な
変
更
を
と
も
な
う
よ
う
な
変
更
を
正
誤

の
形
式
に
よ
っ
て
行
う
の
は
妥
当
で
な
い
。
正
式
の
改
正
手
続
に
よ
り
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
（
国
会
で
議
決
し
た
法
律
の
原
本
自
体
に
誤
り
が

あ
る
場
合
に
は
、
国
会
で
再
議
し
て
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。
正
誤
で
こ
れ
を
正
し
た
例
が
あ
る
が
、
便
法
に
過
ぎ
よ
う
）
。

式
に
従
っ
て
（
自
治
法
一
六
条
四
・
五
項
）
、

旧
祠
加
徳
不
一
一
巻
一
ｍ
盲
万
三
呵
工
へ
一
百

行
政
立
法
の
公
布
と
発
効

１
〃
１
■
日
寸
ａ
Ｆ

方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
は
、
「
条
例
等
の
公
布
に
関
す
る
条
例
」
（
公
告
式
条
例
）
の
定
め
る
様

■
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■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
Ｄ
Ｕ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
９
８
０
■
ｇ
ｏ
ｌ
９
Ｄ
０
９
０
９
ｇ
Ｕ
０
竹
口
■
■
■
■
■
ｂ
９
Ｂ
■
、
９
０
０
■
５
４
■
■
８
３
■
日
■
〃
Ｆ
０
ａ
６
Ｑ
ｔ
△
●
０
０
０
凸
Ⅱ
９
９
ニ
ー
Ｂ
９
ｂ

l
ト
I

者
皇
国
の
毒
フ
雷
え
ゞ
詞

1

0

1

“
’
二
■
■
■
■
■
Ｐ
■
１
も
凸
■

且
日
巳
ｐ
４
▲
■
■
■

つ



一一■■●一一一一一一一一～

乳や盆
謎0 歩t

’字■E

偽 ‐

’

全訂第七版

行政法要諭
卿
が
灼
園
荊
吋
坪

・
端
知
唖
砕
誼

蕊
蕊

Ⅱ~.銘 q唖

1

1
1

原田尚彦[割
、

1．､

も
む
ｆ
や
Ｊ
ｒ
ｊ
ｐ
肘
１
４
‘
勝
馬
咽
Ｊ
か
。

４
ロ
グ
○
ト
ー
胸
鷺
浸

‘
も
町
》

じ
ｆ
Ｆ
ｎ
禽
司
局
俶
ユ
稲
幹
知
四
用
里
巳
脚
賦

↑
’
ぬ
Ｉ

＄

也
帥
Ｆ
価
寓
、
民
加
為
子
町
鈩
蜘
Ｌ
Ｕ
Ｍ
恥
皇
間
間

’
嘩帯喪§・ 手盤％

Ｆ
●
司
○
叫
側
胆
も
喫
原
Ｗ
弼
匡
川
平
恥
Ｍ
〆
冶
Ｈ
伽
や
ぱ
侭
矛
侭
那

f

！瑞
h▽弓 P

驚灘
蕊

I
眉
ｑ
月
画
■
１
冊
■
■
■
晒
容
■
期
冊
『
垣
ｓ
貝
や
。
剖
日
９
回
鳥
Ｉ
ｆ
Ｒ
ｒ
Ｊ
蛤
に
軸
■
剛
卜
Ｅ
‐
Ⅲ

’
倶
町
．

唱
一

学陽書房 草;義認
諺部

鴬 Ｆ
鼠



第一部第二章行政行為
、

、
制
割
四
ｍ
潮
に
よ
っ
て
権
利
変
動
が
生
ず
る
の
は
、
相
手
方
に
対
し
て
行
政
行
為
の
効
果
な
い
し
効
力
が
発
生
す
る
こ
と
を
前
提
と
す

り
、
相
手
方
が
現
実
に
了
知
し
、
ま
た
は
相
手
方
の
了
知
し
う
べ
き
状
態
に
置
か
れ
た
時
で
あ
る
（
最
判
昭
和
二
九
・
八
・
二
四
刑
集
八

巻
八
号
一
三
七
二
頁
、
行
政
判
例
百
選
Ｉ
〔
四
版
〕
六
三
事
件
、
最
判
昭
和
五
七
・
七
・
一
五
民
集
三
六
巻
六
号
二
四
六
頁
、
行
政
判
例
百
選

Ｉ
五
九
事
件
、
最
判
平
成
二
・
一
○
・
一
三
民
集
五
三
巻
七
号
一
一
一
七
○
頁
、
行
政
判
例
百
選
Ｉ
六
一
事
件
）
。

こ
れ
に
対
し
、
効
力
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
法
律
が
特
段
の
定
め
を
置
い
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
れ
に
従
う
（
税
理
士
法
に
お
け
る

税
理
士
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
効
果
は
懲
戒
処
分
の
確
定
の
時
に
発
す
る
。
最
判
昭
和
五
○
・
六
・
二
七
民
集
二
九
巻
六
号
八
六
七
頁
、
行
政
判

例
百
選
Ｉ
六
二
事
件
）
。

で
、
行
政
行
為
の
相
手
方
が
特
定
し
、
か
つ
居
所
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
郵
送
な
ど
通
常
の
手
段
に
よ
っ
て
、
行
政
行
為
の
送
達

を
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
相
手
方
の
居
所
不
明
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
措
置
す
る
か
の
問
題
が
生
ず
る
．
行
政
法

上
の
一
般
的
規
定
の
存
在
し
て
い
な
い
現
在
で
は
、
裁
判
所
の
掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
る
公
示
送
達
を
定
め
る
民
法
九
八
条
が

参
照
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
相
手
方
に
対
す
る
行
政
行
為
の
内
容
に
は
権
利
制
限
か
ら
権
利
付
与
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
一
般
的
に
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
逆
に
こ
の
方
法
し
か
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
は
合
理
的
で

は
な
い
。
要
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
ば
、
法
律
的
に
行
政
行
為
が
相
手
方
に
到
達
す
る
と
み
て
よ
い
か
ど
う
か
で
あ
る
か
ら
、

民
法
九
八
条
は
他
に
適
切
な
方
法
が
な
い
場
合
に
依
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
、
と
理
解
す
べ
き
ょ
う
に
思
わ
れ
る
（
内

閣
法
制
局
意
見
は
、
「
改
正
前
の
」
民
法
九
七
条
の
二
に
よ
る
こ
と
が
当
然
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。
参
照
、
前
田
正
道
編
・
法
制
意
見
百
選

〔
一
九
八
六
年
〕
二
二
頁
）
。
個
別
の
法
律
で
公
示
送
達
を
定
め
て
い
る
と
き
は
勿
論
こ
れ
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
側
到
劉
到
Ｉ

に
つ
い
て
は
厳
格
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
特
許
法
一
九
一
条
に
定
め
る
公
示
送
達
の
要
件
を
欠
く
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
最
判
昭

和
五
六
・
三
・
二
七
民
集
三
五
巻
二
号
四
一
七
頁
参
照
）
。

達
は
、
相
手
方
の
住
所
・
居
所
等

る
。
そ
れ
は
、
特
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
意
思
表
示
の
一
般
原
則
に
従
い
、
行
政
行
為
が
相
手
方
に
到
達
し
た
時
で
あ
る
。

行
政
行
為
の
要
件
が
充
足
さ
れ
、
↑

昭
和
二
九
・
九
・
二
八
民
集
八
巻
九
号
一
行

政
行
為
の
成
立
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
行
政
行
為
の
成
立
時
点
以
後
、
行
政
庁
は
行
政
行
為
の
変
更
を
し
え
な
い
と

す
る
と
、
こ
の
区
別
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
．
行
政
庁
が
独
任
制
の
場
合
に
は
、
か
か
る
自
己
拘
束
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

（
１
）

合
議
体
に
お
け
る
一
事
不
再
議
の
原
則
は
内
部
的
意
思
決
定
の
段
階
で
生
ず
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
田
中
・
総
論
三
一
二
頁
は
、
行
政
行
為
の
成
立
と
相
手
方
に
対
す
る
拘
束
力
を
区
別
し
、
成
立
し
た
以
上
、
行
政
行
為
の
性
質
に
よ
っ
て
は
、
行
政

相
手
方
に
送
達
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
通
則
的
規
定
が
な
い
（
行
政
手
続
法
で
も
送
達
に
つ
い
て
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
）
。

二
行
政
行
為
の
効
力
の
発
生

が
不
明
な
場
合

政
庁
が
意
思
決
定
を
し
て
こ
れ
を
表
示
し
た
と
き
を
成
立
の
時
点
と
解
す
る
と
（
参
照
、
最
判

七
七
九
頁
、
行
政
判
例
百
選
Ｉ
〔
四
版
〕
六
一
事
件
）
、
行
政
行
為
の
効
力
の
発
生
時
点
と
別
に
行

に
な
さ
れ
る
簡
易
な
送
達
の
方
法
で
あ
り

－
，
１

、

一
種
の
便
法
で
あ
る
の
で
、
そ
の
要
件

子
～

こ

つ
幸
ま

J86Z87
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8 第1部第1章行政法の法源
I成文法源 9

[手統法2条1号寺）法律および命令の怠味で便用されるc

読オンラィンイk注2 ＝ ・ ； .． 『 ・ ・塞昭

－

63一般的であ

を受けて， 「公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省
公衆浴場料金の統制額は都道府県知塞が涼めろとﾉJ－ 1_てい〉

睦
州
鮴
》
細
伽
卦

bれた別令

の発効に件

律」によっ

吻価統制令

した。現在，

4条が政令

吻価統制令
－，勺 一､

告示（内閣府設置法7条5項・58条6項，国家行政組織法14条1脚とは，

告 示公の機関が意思決定または事実を一般に公に知らせる形式であり，国
の場合は官報（国籍法10条1項等参照)，地方公共団体の場合には公報に登載する

のが通常である。

告示の形式で定められるものの中にも，命令の性質を持つと解されているもの

円
価
図
零

がある。総務大臣緩掲判決当時は自治大臣）が定め告示する固定資産評価基準

（地方税法388条1卿について，千葉地判昭和57．6．4判時1050号37頁，東京

地判平成2．12．20判時1375号59頁は法的拘束力を認め，文部科学大臣（後掲

判決当時は文部大臣）が告示する学習指導要領（学校教育法施行規則52条｡74条．84

条）について，最判平成2．1．18判時1337号3頁は，法的拘束力を有すること

を承認している（ただし，学説上はいずれについても有力な異論がある)。そして，同

日に言い渡された最判平成2．1．18民集44巻1号1頁［百選I54]は，学習指

導要領違反を主たる理由とする懲戒免職処分を適法としている。不公正な取引方

法を指定する告示触占禁止法2条9項6号｡72条)，生活保護法による保護の基準

（生活保護法8条)，特定物資の特定標準価格（国民生活安定緊急措置法9条1項・4

項)，統制額（物価統制令4条物価統制令施行令2条）も法規としての性質を持つ

といえよう。他方，環境基準（環境基本法16条1脚につき，東京高判昭和62．

12.24行集38巻12号1807頁［判例集II27]は，法規ではなく，政策上の達成

目標ないし指針であるとする。町または字の区域の変更の告示他方自治法260条

2項）のように，法規でも行政行為でもなく事実を周知するためのものもある。

行政手続法2条1号が法令の中に告示を含めているのは，告示一般を対象と

’リョロビ釦

’

(5)条例・規則
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１
－
－
１
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1

1

する趣旨ではなく，法令の委任に基づく命令であって告示形式をとるものを念頭

に置いている。
｜
’

驚澱空室;二難と電竺雪蕊鱒鷺:駕奎学られた、 ｜

:.-…･Colum〃物価統制令-…--．…-…‐

霞慧雲蕊義蕊｜ 物価統制令は，大日本帝国憲法

Iするため特に必要がある場合，命
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主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

の卜告弓･弾甲T72弾庄ヘー ｜両IH_ IE

割減車及び職場離脱の教唆行為0

沼和二三年政令二○一長 giTのイ丁為て刊

7〕て、Z

思うに､成文の法令が一般的に国民に対し現実にその拘束力を発動する（施行せ

られる）ためには、その法令の内容が一般国民の知りうべき状態に置かれることが

前提要件とせられるのであって、このことは、近代民主国家における法治主義の要
一

請からいって、まさにかくあるべきことといわなければならない。わが国において

は、明治初年以来、法令の内容を一般国民の知りうべき状態に置く方法として法令

公布の制度を採用し、これを法令施行の前提要件として来たことは、明治初年以来

の法制を通じ窺えるところであり、現行制度の下においても同様の立前を採用して

いることは、 日本国憲法七条一号が法律、政令等の公布について規定を置いている

ところから知ることができ、またこの公布行為が、国家の公の行為とされているこ

とも、公布を天皇の国事行為の一として定めた日本国憲法の前記条項によって明ら

かである。

ところで、法令の公布の方法については、明治憲法下においては明治四○年勅令

六号公式令により法令の公布は官報をもってする旨が定められていたのであるが（

同令一二条） 、右公式令は､旧本国憲法施行と同時に、昭和二二年五月三日廃止せ

られ、そしてこれに代わるべき法令公布の方法に関する一般的規定は未だ定められ

ていない。即ち、公式令の廃止後は、法令公布の方法については、一般的な法令の

規定を欠くに至ったのであって、実際の取扱としては、公式令廃止後も、法令の公

ノ

4

-13-



布を官報をもってする従前の方法が行われて来たことは顕著な事実ではあるが、こ

れをもって直ちに、公式令廃止後も法令の公布は官報によるとの不文律が存在して

いるとまでは云いえないことは所論のとおりであり、今日においては法令の公布が、

官報による以外の方法でなされることを絶対に認め得ないとまで云うことはできな

いであろう。しかしながら、公式令廃止後の実際の取扱としては、法令の公布は従

前通り官報によってなされて来ていることは上述したとおりであり、特に国家がこ

れに代わる他の適当な方法をもって法令の公布を行うものであることが明らかな場

'へ、合でない限りは、法令の公布は従前通り、官報をもってせられるものと解するのが
ノ

相当であって、たとえ事実上法令の内容が一般国民の知りうる状態に置かれえたと
－

しても、いまだ法令の公布があったとすることはできない。

所論は、 「法令の公布は官報を以ってすると云ふ公布の方式を定めた公式令は、

昭和

ら、

する

たも

が考

ラジ

実上

なす

和ニ

ーサ

ほ全

に効

によ

-14-



○
議
事
要
旨

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
二
号
関
係
議
事
要
旨
〕

１
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て

国
民
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
つ
情
報
を
発
表
す
る
場
合
に
「
告
示
」
を
用
い
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
と
の
意
見
、

行
政
処
分
の
前
提
と
し
て
国
民
全
員
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
擬
制
す
る
要
請
が
強
い
場
合
に
は
「
告
示
」
、
そ
う
で
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
「
公
表
」
で
は
な
い
か
と
の
意
見
、
「
告
示
」
で
あ
れ
ば
い
つ
の
時
点
で
発
表
し
た
か
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
罰
則
の
適
用
を
始
め
と
す
る
事
実
の
確
定
が
高
度
に
求
め
ら
れ
る
情
報
で
あ
れ
ば
「
告
示
」
、
単
な
る
お
知

ら
せ
で
あ
れ
ば
「
公
表
」
と
い
う
使
い
分
け
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
法
的
効
果
が
生
じ
る
情
報
で
な
く
て
も
、
例
え
ば
行

政
機
関
の
設
置
に
関
す
る
情
報
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
当
該
機
関
の
処
分
行
為
の
有
効
性
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
場
合
も

あ
り
、
「
告
示
」
に
よ
っ
て
発
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
な
ど
が
あ
っ
た
。

他
方
、
従
前
か
ら
事
実
上
の
行
為
の
積
み
重
ね
の
結
果
、
「
公
表
」
の
一
形
態
と
し
て
「
告
示
」
の
語
を
使
っ
て
い
る

事
例
も
あ
る
の
で
法
的
効
果
の
有
無
で
使
い
分
け
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
、
両
者
の
使
い
分
け
に
つ
い

て
は
前
提
と
な
る
行
為
を
ど
こ
ま
で
整
理
で
き
る
か
と
い
っ
た
議
論
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
整
理
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
と
の
意
見
も
み
ら
れ
た
。

法
令
上
の
「
公
表
」
と
「
告
示
」
の
使
い
分
け
等
に
つ
い
て

（
担
当
西
尾
参
事
官
）



２
「
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
周
知
」
の
外
縁
に
関
し
て

個
別
の
法
律
違
反
を
制
裁
的
に
公
表
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
行
政
処
分
に
該
当
し
な
い
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
国
民
一
般
に
対
す
る
抽
象
的
な
規
範
の
効
力
発
生
な
の
か
ど
う
か
を
も
と
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
の
意
見
、
規
範
自
体
は
既
に
法
令
で
決
ま
っ
て
お
り
、
算
出
方
法
が
公
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
よ
る
「
公
表
」
と
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。


